
事業者向け支援制度一覧

分類 制度名

創

業

ビジネスカフェ

創業関連セミナー

個別相談指導

専門家派遣

経営相談窓口

創業促進事業補助金

(家賃補助)

創業育成事業補助金

（バウチャー）

特定創業支援の証明

（による各種支援）

区分

◇相談・

セミナー

◇相談・

セミナー

◇相談・

セミナー

◇相談・

セミナー

◇相談・

セミナー

★補助金

★補助金

▽減免

対象者

創業に興味のある方

創業して間もない方

創業希望者

創業希望者

創業希望者

創業希望者

新規創業者 かつ

商工会加入予定者

新規創業者 かつ

商工会加入予定者

創業予定者

新規創業者

企
業
立
地

企業立地促進制度

先端設備導入計画

認定

★補助金

▽減免

市内に事業所を設置する

企業（同一敷地内での建

替、増設は除く）

先端設備を導入し、労働

生産性向上を計画する

中小企業者

経
営
支
援

中小企業振興融資

（マル長融資）

京都府小規模企業

おうえん融資

小規模事業者

経営改善資金

◎融資

★補助金

★補助金

◎融資

市内中小企業者

（6か月以上事業継続）

市内中小企業者

（6か月以上事業継続）

小規模事業者
（商工会の経営指導必要）

支援内容 金額

登録免許税減免

融資利率の引下

融資枠拡充等

対象経費の２/３

（上限10万円）

賃料の１/２

（上限5万円/月）
事業開始後3か月間

新規創業者や創業希望者の交流会。

お菓子や飲み物を片手に、先輩創業者による経験談やアドバイス、参加者同士の情報交換。

創業に必要な知識を習得できるセミナー。

・金融相談

・税務・経理相談 企業経営強化の専門家派遣相談

・労務関係規定の作成指導、事務手続の相談

創業バリューアップサポート

創業資金支援有で、専門家が創業計画をブラッシュアップし、創業から3年間、派遣費用無料で創業

者をフォロー

各機関で実施している支援メニューの情報を提供

テナント賃借料の一部を補助

チラシ・リーフレット等の広告物、ホームページ製作費や事務机、パソコン等の備品購入費等、事業に

要する経費の一部を助成

証明書によって、株式会社等設立時の登録免許税減免、日本政策金融公庫、京都信用保証協会の融

資での優遇措置

①埋蔵文化財発掘調査費の2分の1を助成

②投下固定資産税100分の10（加算有）を助成

③固定資産税相当額の一部を年度ごとの割合で助成

・1年目…固定資産税相当額の75％

・2年目…固定資産税相当額の50％

・3年目…固定資産税相当額の25％

④地元新規雇用者数に応じて4年間助成 障がい者 40万/人 正規雇用者 30万/人 その他 10万/人

①上限1000万円

②上限3000万円(先端産業に
属する製造業、情報関連産業、自然

科学研究所等以外の業種は1000

万円）（加算有）

③上限5000万円(3年合計)

④上限3000万円(4年合計)

固定資産税の優遇措置、金融支援

固定資産税の減免

金融支援(中小企業信用保険
法特例での追加保証等)

実施機関

長岡京市

商工会

商工会

京都信用

保証協会

商工会

信用保証協会

日本政策金融公庫

商工会

商工会

商工会

長岡京市

長岡京市

長岡京市

長岡京市

長岡京市

日本政策金融公庫

利率1.2%のうち、0.9％を市から補給

保証協会に支払った保証料の2分の１を市が補給

保証協会に支払った保証料の2分の1を市が補給

運転資金 7年以内（据置期間 1年以内）

設備資金 10年以内（据置期間 2年以内）

融資…上限800万円

利子…利子の3/4

保証料…保証料の1/2

保証料の1/2

(上限5万円)

限度額…2,000万円

電話番号

075-955-9688

075-951-8029

075-951-8029

075-354-1011

商 075-951-8029

信 075-354-1011

日 075-211-3230

075-951-8029

075-951-8029

商 075-951-8029

市 075-955-9688

075-955-9688

075-955-9688

075-955-9688

075-955-9688

075-211-3230


